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介護老人保健施設グリーンピア  

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）重要事項説明書 

 

－短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）－ 

介護老人保健施設グリーンピアのご案内 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

施 設 名 介護老人保健施設 グリーンピア 

開設年月日 平成１１年２月１日 

所 在 地 埼玉県行田市須加 1531 番地 

電 話 番 号 048-557-3633 ＦＡＸ番号 048-557-3663 

管 理 者 名 施設長 清川 道夫 

介護保険指定番号 1153780020 号 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

当施設は、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日

常生活上のお世話などを提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことがで

きるよう自立を支援し、在宅生活を促進すること。また、利用者が居宅での生活を１日で

も長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリ

テーション（介護予防通所リハビリテーション）といった サービスを提供し、在宅ケア

を支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営方針を定めています。 

   ① 利用者の意思及び人格を尊重して、生きがいのある生活が営めるよう、常に利用者の

立場に立ったサービスの提供に努めます。 

② 利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む こ

とができるよう、サービスを提供し、療養生活の質の向上及び利用者の家族の  身体

的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

③ 地域の結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者並

びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（３）施設の職員体制 

 
常勤 非常勤 

夜

間 
業務内容 

管理者 １名   
職員の管理及び業務の一元的な管理 

（医師兼務）（通所兼務） 

医 師 １名   利用者の病状に応じた診療、医学的管理 

看護職員 ６名以上 ４名以上  
医学的に基づく健康管理、保健衛生上の指導、

病状や心身の状況に応じた看護 

薬剤師  １名  薬剤管理 

介護職員 ２０名以上 １名以上  心身の状況に応じた生活全般の介助及び援助 
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支援相談員 1 名以上   
利用者及び家族との相談・助言・指導 

職員に対する技術指導、関係機関との連絡調整 

理学療法士 1 名以上 １名以上  
身体機能の向上または減衰を防止する為の訓

練、評価及び指導（通所兼務） 

管理栄養士 １名   献立の作成、利用者の栄養管理及び指導 

介護支援専門員 １名以上   サービス計画の立案、作成（支援相談員兼務） 

事務職員 1 名以上   施設内の必要な庶務・総務（通所兼務）  

その他 3 名以上 4 名以上  給食･運転･設備管理業務等（通所兼務） 

 

（４）入所定員等 

定員 定員  ８０名 療養室 
従来型個室… ８室 

多 床 室…１８室 

 

２．サービス内容 

① サービス計画の立案 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食 7：30～8：20 昼食 12：00～12：40 夕食 18：00～18：40 

③ 入浴（一般浴槽及び特別浴槽で対応します。利用者は、週に最低２回ご利用いただけ  ま

す。ただし、身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 栄養管理、栄養状態の管理 

⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑩ 理美容サービス（月１回実施します。） 

⑪ 行政手続代行 

⑫ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者のご希望により提供するサービスがあります の

で、ご利用の際にはご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した 場

合等には、速やかに対応していただけるようお願いしています。 

・協力医療機関 

・名 称  行田中央総合病院 

・住 所  行田市富士見 2-17-17 

・協力歯科医療機関 

・名 称  医療生協さいたま行田協立診療所 

・住 所  行田市本丸 18-3 

  

 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただき

ます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心
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身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食

事内容の管理が欠かせませんので、食事の持込はご遠慮ください。 

・ 面会は、9：00～19：00 までとします。 

・ 消灯時間は、21：00 とします。 

・ 外出・外泊は、事前に事務所にご連絡ください。 

・ 飲酒・喫煙は、原則禁止です。 

・ 火気のお持込は、ご遠慮ください。 

・ 設備・備品の利用は、事前に職員にご相談ください。 

・ 所持品・備品等の持込は、最小限度にお願いします。 

・ 金銭・貴重品の管理は、原則、家族の方にお願いします。 

  （家族の方の管理が難しい利用者は、事務所にご相談ください。） 

・ 外泊時等の施設外での受診は、事前に看護師にご相談ください。 

・ ペットの持込は、禁止とします。 

・ 他利用者への迷惑行為は禁止します。 

・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

５．非常災害対策 

防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、ガス漏れ警報機、火災報知器 

防災訓練 年２回以上（避難訓練・通報訓練・消火訓練） 

 

６．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くだ

さい。（電話０４８－５５７－３６３３） 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、備

えつけの「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともでき  ます。 

 

☆苦情受付窓口 

 

①第三者委員…当施設の苦情受付窓口として、次の第三者委員２名を設置しております。 

・府川吉延（森経理事務所代表社員  048-554-1331） 

・髙橋秀雄（元行田市役所職員    048-559-2014） 

 

 ②行田市役所 健康福祉高齢者福祉課  048-556-1111 

  羽生市役所 保健医療課       048-561-1121 

 

 ③埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係相談窓口 

   〒338-0002 さいたま市中央区大字下落合 1704 国保会館 

   電話 048-824-2537 

 

７．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）について 

（令和 6 年 8 月 1 日現在） 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の概要 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、利用者の家庭等での生活を継続させる

ために立案された居宅サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用

いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上

のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図るため提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によ

って作成されますが、その際、利用者・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人の希望を十

分に尊重し、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金 

①施設利用料（介護保険制度では、要支援認定による要支援の程度によって利用料が 異なり

ます。以下は１日あたり 1 割の自己負担分です。各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受け

るものとします。） 

 

（１）短期入所療養介護の基本料金 

（４人部屋） 

・要介護１ 827 単位    ８４９円 

・要介護２ 876 単位    ９００円 

・要介護３ 939 単位    ９６４円 

・要介護４ 991 単位  １，０１８円  

・要介護５ 1045 単位  １，０７３円 

（従来型個室） 

・要介護１ 753 単位    ７７３円 

・要介護２ 801 単位    ８２３円 

・要介護３ 864 単位    ８８７円 

・要介護４ 918 単位    ９４３円 

・要介護５ 971 単位     ９９７円 

（２）介護予防短期入所療養介護の基本料金 

（４人部屋） 

・要支援１ 610 単位   ６２６円 

・要支援２ 768 単位   ７８９円 

（従来型個室） 

・要支援１ 579 単位   ５９５円 

・要支援２ 726 単位   ７４６円 

※以下の該当する際は、従来型個室を利用した際も、多床室扱いとなります。 

ア 感染症等により、個室対応の必要があると医師が判断した場合（30 日間） 

イ 著しい精神症状等により、他の利用者へ重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、個室対

応が必要であると医師が判断した場合 

 

① 職員体制等による加算 

項目 単位数 金額 備考 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 ２３円／日 
一定の割合の介護福祉士を配

置 

夜勤職員配置加算 24 ２５円／日 一定の割合の夜勤者の配置 

在宅復帰・在宅療養 

支援機能加算（Ⅰ） 
51 ５２円／日 

厚生労働大臣が定める基準に

適合 

介護職員処遇改善加算 1 ヵ月分合計単位数の 3.9％ 

介護職員等特定処遇改善加算

（Ⅰ） 
1 カ月分合計単位数の 2.1％ 
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介護職員等ベースアップ等 

支援加算 
1 ヵ月分合計単位数の 0.8％ 

 

②その他の加算等（該当する場合に加算されます） 

項目 単位数 金額 備考 

個別リハビリ強化加算 240 ２４６円／日 個別にリハビリを行った場合 

療養食加算 23 ２４円／日 
医師の指示箋に基づく療養食を

提供した場合 

緊急短期入所受入加算 90 ９１円／日 

居宅サービス計画において計画

的に行うこととなっていない短

期入所を緊急に行った場合（7 日

を限度） 

重度療養費管理加算 120 １２３円／日 
計画的な医学的管理を継続して

行い、かつ、療養上必要な処置を

行った場合 

緊急時治療管理費 511 ５２５円／日 
容態が急変した場合等、緊急時に

所定の対応をした場合の算定(月

３日限度) 

送迎加算 184 １８９円／片道 
自宅から施設間の送迎をした場

合に算定 

※1 単位＝10.27 円（地域区分：6 級地）として計算します。 

 

（２）その他の料金 

 ①食費及び居住費 

  

食 費 
居住費 

4人部屋 従来型個室 

第１段階 ３００円／日 ０円／日 ４９０円／日 

第２段階 ６００円／日 ４３０円／日 ５５０円／日 

第３段階① １，０００円／日 ４３０円／日 １，３７０円／日 

第３段階② １，３００円／日 ４３０円／日 １，３７０円／日 

第４段階 １，４４５円／日 ４３７円／日 １，７２８円／日 

※段階は、介護保険負担限度額認定証に記載されております。 

※食費内訳 朝食￥385 昼食￥580 夕食￥480 

 

②その他の利用料 

項目 金額 備考 

日用生活品費 １５０円／日  
石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、バ

スタオルやおしぼり等の日用品費 

教養娯楽費 １５０円／日  
クラブやレクリエーションで使用する、折り

紙、粘土等の材料代 

理美容代 実  費 
理美容をご利用の場合に算定 

(月 1 回の訪問があります) 

私用電気代 １００円／日  
持込の電気機器を施設で使用する場合に算

定 

私物洗濯代 １００円／日  私物の洗濯を施設に依頼される場合に算定 

車輌使用料  ６００円／片道 
利用者の希望で、上記以外の送迎をした場合

に算定（行田市・羽生市） 
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車輌使用料 １，２００円／片道 
利用者の希望で、上記以外の送迎をした場合

に算定（行田市・羽生市以外） 

買物代行費 ３００円／回 利用者の希望で買物をした場合に算定 

現金保管管理費 ５００円／月 
利用者の希望で現金を管理保管した場合に

算定 

特別室加算 ５００円／日  希望により個室を利用する場合に算定 

文書作成料 
２，０００円／回（他） 

４，０００円／回（医師） 特別に文書作成が必要な場合 

行事参加費 実  費 小旅行や外出等の際の費用 

健康管理費 実  費 インフルエンザ予防接種等 

特別食加算 実  費 利用者の希望により提供した場合に算定 

 

（３）支払い方法 

・ 毎月 10 日前後に、前月分の請求書を発行しますので、その月の２０日までにお支払いく

ださい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・ お支払い方法は、現金、郵便局または足利銀行の口座自動引落、振込の 3 方法があります。

入所契約時にお選びください。 

 （郵便局は 10 円、足利銀行は 110 円別途手数料がかかります。） 
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個人情報の利用目的 

 
「介護老人保健施設グリーンピア」では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、 

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

－入退所等の管理 

 －会計・経理 

－事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

   －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 －施設のホームページに掲載する場合 

(付記) 

  ・上記のうち介護サービス事業所・施設等への情報提供について同意しがたい事項 

   がある場合には、その旨を相談窓口までお申し出ください。 

  ・お申し出がないものについては同意していただけたものとして取り扱いさせていただきます。 

  ・これらのお申し出はいつでも撤回、変更をすることができます。 

 

 

 

 

 

 


